
主催 エクジット株式会社 
TEL 06－6343－2577 

≪実務基礎講座 第 63 回≫ 
「税制改正＆労務問題」 

令和３年度税制改正大綱の改正内容をいち早く解説いたします。 
又、労務問題で話題の内容もお伝えします。 
下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX でお申込みください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

☆3 月 17 日(水)第 64 回の実務基礎講座の開催は未定です。 
※ 弊社開催セミナーの一覧はこちらから ⇒ http://exzit.co.jp/seminar/ 

ＦＡＸ：０６－６３４３－２９７７（エクジット株式会社 行） 

参加 

テーマ 

（  ）第 63 回 税制改正＆労務問題 
（  ）第 64 回 会社の決算(仮) 
※ 参加ご希望のテーマに○印をご記入ください 

会社名  ＴＥＬ  

所在地 
〒 

 

ＦＡＸ  

ふりがな 

参加者氏名 

 

部署 

役職 

 

E-mail 
 

※なお、本お申込みにおいてご記入いただきました情報は、当社からの各種連絡・情報提供のために利用させていただ 

 く場合があります。ご了解の上、ご記入下さい。 

:令和３年２月 17日（水）  

時 間:14：00～16：00（2時間） 
16：00～17：00 個別相談可 

場 所:大阪市北区梅田 2-1-18富士ﾋﾞﾙ３F  

    貸会議室ユーズ・ツウ☎06(6345)1325 
   （地下鉄西梅田駅 4－B 出口上がってすぐ、 

 JR 大阪駅桜橋口より徒歩 5 分） 
対 象：総務・経理部門のご担当者さま 
定 員：20 名 
参 加 費：2,000 円 
 

令和 3 年度税制改正の大綱の概要（令和２年 12 月 21 日閣議決定） 
ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランス

フォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するととも

に、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設ける。 
また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設する。 
加えて、家計の暮らしと民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの対応、住宅ロー

ン控除の特例延長等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。 
 

http://exzit.co.jp/seminar/

